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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体から放射される熱線を検知するセンサ素子が熱線の変化を検知すると人体検知信号
を出力する人体センサ部と、複数の固体発光素子を有する複数の発光部と、人体センサ部
から出力される人体検知信号に基づいて全ての発光部が有する固体発光素子を点灯させる
制御部と、人体センサ部および発光部が実装される回路基板と、回路基板に実装された人
体センサ部に熱線が入射可能であるとともに発光部から放射される光を出射可能な形で回
路基板を支持する装置本体とを備え、人体センサ部および各発光部は、板状の回路基板の
一表面に実装され、複数の発光部のうちの少なくとも一部は、人体センサ部の近くに配置
されており、人体センサ部は、レンズを有し、レンズは、発光部から放射され且つ放射光
量が最大放射光量の半分となる光の放射方向に延長された直線と交差しない形状および大
きさに形成され、床面上における人体センサ部の検知エリアが、発光部から放射され且つ
放射光量が放射光量の最大値の半分以上となる光が配光される床面上の配光エリアの全体
を含むように、人体センサ部のセンサ素子の受光面の中心を通る回路基板の一表面を含む
平面の法線と人体センサ部のセンサ素子の受光面の中心と床面上における検知エリアの外
周とを結ぶ第１の直線とのなす角度である検知角度が、発光部の光軸と発光部から放射さ
れる光の放射光量が放射光量の最大値の半分となる光の放射方向に延長された第２の直線
とのなす角度であり発光部の指向特性を表す半値角よりも大きくなるように設定されてな
ることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
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　前記人体センサ部および前記複数の発光部が前記床面上からの高さが同じになるように
配置されるものであって、前記人体センサ部から最も離れた位置に配置された前記発光部
の前記光軸に直交する方向における前記人体センサ部の前記センサ素子の受光面の中心と
前記光軸との間の距離である中心間距離について、当該中心間距離をＷ、前記人体センサ
部の前記床面からの高さをＨ、前記検知角度をα、前記半値角をβとしたときに関係式
Ｗ＜Ｈ×[ｔａｎα－ｔａｎβ]
が成立するように、前記人体センサ部および前記発光部が配置されてなることを特徴とす
る請求項１記載の照明装置。
【請求項３】
　前記人体センサ部の周囲を囲む形で複数の前記発光部が配置されてなることを特徴とす
る請求項１または請求項２に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光部と人の存否を検知する人体センサ部とを備える照明装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、検知エリアに人が存在することを検知すると人体検知信号を出力する人体セ
ンサ部と、当該人体センサ部から出力される人体検知信号に基づいてランプ等からなる発
光部を点灯させる制御部とを備えた照明装置が提供されている。ここで、前記人体センサ
部は、一般的に人体から放射される熱線を検知できる焦電型センサ素子を備えている。
【０００３】
　ところで、この類の照明装置では、前記人体センサ部が検知エリアにいる人の人体から
発せられる熱線を検知しなくなり前記発光部が消灯するときに、検知エリアに人が存在し
ないにも関わらず前記発光部から放射される熱線の変化を検知して前記人体検知信号を出
力することがある。すると、前記照明装置は、誤って出力される前記人体検知信号に基づ
いて再度点灯を繰り返すおそれがある。
【０００４】
　これに対して、例えば、図１２に示すように、床面（図示せず）から上方に離れた箇所
に設置される照明装置であって、長尺の装置本体１１’と、装置本体１１’の長手方向に
離間して設けられた一対のソケット１０’，１０’間に装着される直管型蛍光灯からなる
発光部３’と、検知エリアに人が存在することを検知すると人体検知信号を出力する人体
センサ部６’とを備え、人体センサ部６’が、一対のソケット１０’，１０’の一方のソ
ケット１０’において発光部３’側とは反対側における装置本体１１’の長手方向の一端
部（図１２における右端部）にセンサ支持台７’に支持された形で設けられた照明装置が
提案されている（特許文献１参照）。なお、装置本体１１’は、木ねじ９’により天井材
に取り付けられるものであって、長手方向の中央部に、発光部３’を点灯させるための点
灯装置４’が設けられている。また、装置本体１１’には、電源線引き込み孔１１１’が
穿設されており、電源線引き込み孔１１１’に挿通された電源線１１２’が装置本体１１
’に設けられ点灯装置４’と電源線１１２’とを電気的に接続するための端子台１３’に
接続されている。更に、装置本体１１’には、発光部３’を覆う形で透光性カバー５’が
ねじ１１４’により取り付けられている。
【０００５】
　図１２に示す構成の照明装置では、人体センサ部６’がソケット１０’に対して発光部
３’側とは反対側における装置本体１１’の長手方向の一端部に配置されていることによ
り、発光部３’から放射される熱線の影響を受けにくく、人体センサ部６’の前記焦電型
センサ素子が、発光部３’が消灯するときに、発光部３’から放射される熱線の変化を検
知して誤って前記人体検知信号を出力するのを抑制している。
【０００６】
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　また、従来から、図１３に示すように、床面（図示せず）から離れた箇所に設置される
照明装置であって、有底円筒状に形成され内部に白熱ランプからなる発光部３”を収納す
るための装置本体１１”と、装置本体１１”の内部において発光部３”の周囲を取り囲む
形で配置され発光部３”からの光を装置本体１１”の開口部側に反射する反射板５１”と
を備え、装置本体１１”の前記開口部の内周部から前記開口部の内側に突出した突出部６
１”を設け、突出部６１”には、人体センサ部６”を装置本体１１”の前記開口部の外方
に向けた形で取り付けられた照明装置が提案されている（特許文献２参照）。
【０００７】
　図１３に示す構成の照明装置では、人体センサ部６”が装置本体１１”の前記開口部の
内周部から内側に突出した突出部６１”に設けられていることにより、人体センサ部６”
を外観上、目立たなくすることができる。また、図１３に示す構成の照明装置は、一般的
なダウンライトと同じように、天井材（図示せず）に貫設された取付孔（図示せず）の内
側に取り付けることができ、当該ダウンライトと同じ施工方法で設置することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－２３５３９８号公報
【特許文献２】特開２００２－１５７９１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、図１２および図１３に示す構成の照明装置では、人体センサ部６’，６
”が発光部３’，３”の中心から離間した位置に配置されているので、前記床面上におい
て人体センサ部６’，６”の前記検知エリアの中心が、発光部３’，３”から放射される
光のうち放射光量が最大放射光量の半分以上である光が配光される配光エリアの中心に対
して非対称となる。従って、図１２および図１３に示す構成の照明装置では、発光部３’
，３”の前記床面上における前記配光エリアの広さと人体センサ部６’，６”の前記床面
上における前記検知エリアの広さが略同じであると、前記配光エリア内に前記検知エリア
と重複しない領域が生じ、前記配光エリアに人がいるにも関わらず発光部３’，３”が消
灯したり、前記配光エリアに人が入っても発光部３’，３”が点灯しなかったり、前記配
光エリアに人が入ってから発光部３’，３”が点灯するまでの時間が長くなってしまうこ
とがあった。つまり、図１２および図１３に示す構成の照明装置では、前記配光エリアに
人がいるにも関わらず発光部３’，３”が消灯することがなく且つ前記配光エリアに人が
入ってから発光部３’，３”の点灯するまでの時間が大きく遅れることを抑制できる適切
な前記検知エリアを確保することが難しかった。
【００１０】
　また、図１２および図１３に示す構成の照明装置では、前記配光エリアにおける人体セ
ンサ部６’，６”の前記検知エリアと重複しない領域に人がいると、人体センサ部６’，
６”が人を検知できず、人が予期しないうちに発光部３’，３”が消灯してしまうことが
あった。また、図１２および図１３に示す構成の照明装置では、前記配光エリアが前記検
知エリアに比べて広い場合、複数の照明装置を各照明装置の前記配光エリアのみを考慮し
て設置すると、天井面に互いに隣接する形で取り付けられた２つの照明装置の前記床面へ
の配光エリアの端に人がいても人体センサ部６’，６”が人を検知しないことがあった。
【００１１】
　また、図１２および図１３に示す構成の照明装置では、床面上における前記配光エリア
の広さと床面上における前記検知エリアの広さとが略同じである場合において、前記配光
エリアと前記検知エリアとが略重複するように、前記焦電型センサ素子の受光面の床面に
対する傾きを微調整することが考えられるが、前記焦電型センサ素子の前記受光面の床面
に対する傾きの微調整は難しく施工性が低下するおそれがあった。
【００１２】
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　また、図１２に示す構成の照明装置では、発光部３’から人体センサ部６’への熱線の
影響を抑制するために、装置本体１１’において、発光部３’から離れた箇所に人体セン
サ部６’を支持するための構造を有するセンサ支持台７’を設ける必要があり、コスト上
昇を招くおそれがあった。
【００１３】
　本願発明は、上記事由に鑑みてなされたものであり、その目的は、人体センサ部が発光
部から放射される熱線の影響を受けにくく、発光部からの光が配光される配光エリアに対
して適切な人体センサ部の検知エリアを確保でき、施工性が良く且つコスト上昇を抑制で
きる照明装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　請求項１の発明は、人体から放射される熱線を検知するセンサ素子が熱線の変化を検知
すると人体検知信号を出力する人体センサ部と、複数の固体発光素子を有する複数の発光
部と、人体センサ部から出力される人体検知信号に基づいて全ての発光部が有する固体発
光素子を点灯させる制御部と、人体センサ部および発光部が実装される回路基板と、回路
基板に実装された人体センサ部に熱線が入射可能であるとともに発光部から放射される光
を出射可能な形で回路基板を支持する装置本体とを備え、人体センサ部および各発光部は
、板状の回路基板の一表面に実装され、複数の発光部のうちの少なくとも一部は、人体セ
ンサ部の近くに配置されており、人体センサ部は、レンズを有し、レンズは、発光部から
放射され且つ放射光量が最大放射光量の半分となる光の放射方向に延長された直線と交差
しない形状および大きさに形成され、床面上における人体センサ部の検知エリアが、発光
部から放射され且つ放射光量が放射光量の最大値の半分以上となる光が配光される床面上
の配光エリアの全体を含むように、人体センサ部のセンサ素子の受光面の中心を通る回路
基板の一表面を含む平面の法線と人体センサ部のセンサ素子の受光面の中心と床面上にお
ける検知エリアの外周とを結ぶ第１の直線とのなす角度である検知角度が、人体センサ部
から最も離れた位置に配置された発光部の光軸と発光部から放射される光の放射光量が放
射光量の最大値の半分となる光の放射方向に延長された第２の直線とのなす角度であり発
光部の指向特性を表す半値角よりも大きくなるように設定されてなることを特徴とする。
【００１５】
　この発明によれば、床面上における人体センサ部の検知エリアが、発光部から放射され
且つ放射光量が放射光量の最大値の半分以上となる光が配光される床面上の配光エリアの
全体を含むように、人体センサ部のセンサ素子の受光面の中心を通る回路基板の前記一表
面を含む平面の法線と人体センサ部のセンサ素子の受光面の中心と床面上における検知エ
リアの外周とを結ぶ第１の直線とのなす角度である検知角度が、発光部の光軸と発光部か
ら放射される光の放射光量が放射光量の最大値の半分となる光の放射方向に延長された第
２の直線とのなす角度であり発光部の指向特性を表す半値角よりも大きくなるように設定
されてなることにより、蛍光灯等に比べて発熱量の少ない固体発光素子により発光部を構
成しているので、人体センサ部の人体検知信号の出力が発光部から放射される熱線の影響
を受けにくくなるから、人体センサ部が発光部から放射される熱線の変化を検知して誤っ
て人体検出信号を出力することがなくなる。また、検知エリアが配光エリアの全体を含む
ように、検知角度が半値角よりも大きくなるように設定されてなることにより、床面上に
おける配光エリア内に床面上における人体センサ部の検知エリアと重複しない領域がなく
且つ配光エリアに比べて検知エリアが広くなるので、配光エリアに人がいるにも関わらず
発光部が消灯することがなく且つ配光エリアに人が入ってから発光部が点灯するまでの時
間が長くなってしまうことを抑制できる適切な検知エリアを確保することができる。また
、検知エリアが配光エリアの全体を含むように、検知角度が半値角よりも大きくなるよう
に設定されてなることにより、配光エリア内において検知エリアと重複しない領域が生じ
ないように人体センサ部のセンサ素子の受光面の床面に対する傾きを微調整する必要がな
いので、施工性が良いという利点がある。更に、装置本体は、人体センサ部および発光部
が実装された回路基板を支持できる構造を有すればよいので、装置本体に、発光部を保持
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するための構造と、人体センサ部を保持するための構造とを各別に設ける必要がないから
、装置本体の構造を簡素化することができ、コスト上昇を抑制することができる。また、
この発明によれば、発光部から配光エリアに向かって放射される光をレンズが遮らないの
で、発光部の床面上における配光エリアに照度ムラが生じるのを抑制することができる。
【００１６】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記人体センサ部および前記複数の発光
部が前記床面上からの高さが同じになるように配置されるものであって、前記人体センサ
部から最も離れた位置に配置された前記発光部の前記光軸に直交する方向における前記人
体センサ部の前記センサ素子の受光面の中心と前記光軸との間の距離である中心間距離に
ついて、当該中心間距離をＷ、前記人体センサ部の前記床面からの高さをＨ、前記検知角
度をα、前記半値角をβとしたときに関係式
Ｗ＜Ｈ×[ｔａｎα－ｔａｎβ]
が成立するように、前記人体センサ部および前記発光部が配置されてなることを特徴とす
る。
【００１７】
　この発明によれば、前記人体センサ部が、前記床面から離れた位置に配置され、前記人
体センサ部から最も離れた位置に配置された前記発光部の前記光軸に直交する方向におけ
る前記人体センサ部の前記センサ素子の受光面の中心と前記光軸との間の距離である中心
間距離について、前記中心間距離と、前記人体センサ部の前記床面からの高さと、前記検
知角度と、前記半値角との間に前記関係式が成立するように、前記人体センサ部および前
記発光部が配置されてなることにより、前記人体センサ部から最も離れた位置に配置され
た前記発光部の前記光軸に直交する方向における前記人体センサ部の前記センサ素子の受
光面の中心と前記光軸との間の距離である中心間距離の設定が容易になるので、製造を容
易にすることができる。また、前記人体センサ部の前記床面上からの高さが、複数の前記
発光部の前記床面上からの高さと同じになるように配置されているので、前記人体センサ
部の前記床面上からの高さと前記発光部の前記床面上からの高さとが異なる場合に比べて
、前記検知エリアおよび前記配光エリアの設計が容易になる。
【００１８】
　請求項３の発明は、請求項１または請求項２の発明において、前記人体センサ部の周囲
を囲む形で複数の前記発光部が配置されてなることを特徴とする。
【００１９】
　この発明によれば、前記人体センサ部の周囲を囲む形で複数の前記発光部が配置されて
なることにより、前記人体センサ部の前記センサ素子の受光面の中心を通る前記回路基板
の前記一表面を含む平面の前記法線に対して前記配光エリアが略対称となるので、前記発
光部が点灯するタイミングを、前記配光エリアへの人の侵入方向に関わらず同じにするこ
とができる。
【発明の効果】
【００２０】
　請求項１の発明によれば、蛍光灯等に比べて発熱量の少ない固体発光素子により発光部
を構成しているので、人体センサ部の人体検知信号の出力が発光部から放射される熱線の
影響を受けにくくなるから、人体センサ部が発光部から放射される熱線の変化を検知して
誤って人体検出信号を出力することがなくなる。また、検知エリアが配光エリアの全体を
含むように、検知角度が半値角よりも大きくなるように設定されてなることにより、床面
上における配光エリア内に床面上における人体センサ部の検知エリアと重複しない領域が
なく且つ前記配光エリアに比べて前記検知エリアが広いので、配光エリア内に人がいるに
も関わらず発光部が消灯することがなく且つ配光エリアに人が入ってから発光部が点灯す
るまでの時間が短い適切な検知エリアを確保することができる。また、床面上における配
光エリア内に床面上における人体センサ部の検知エリアと重複しない領域がなく且つ前記
配光エリアに比べて前記検知エリアが広いので、人体センサ部のセンサ素子の受光面の傾
きを微調整する必要がないから、施工性が良いという利点がある。更に、装置本体に、発
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光部を保持するための構造と、人体センサ部を保持するための構造とを各別に設ける必要
がないから、装置本体の構造を簡素化することができ、コストを抑制することができる。
また、発光部から配光エリアに向かって放射される光をレンズが遮らないので、発光部の
床面上における配光エリアに照度ムラが生じるのを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】実施形態１の照明装置を示し、（ａ）は要部下面図、（ｂ）は要部の一部につい
ての側面図である。
【図２】同上の照明装置の天井材に設置された状態における一部破断した側面図である。
【図３】同上の照明装置の反射部材およびカバーを取り外した状態における概略斜視図で
ある。
【図４】同上の照明装置の回路ブロック図である。
【図５】同上の照明装置の動作説明図である。
【図６】同上の照明装置の動作説明図である。
【図７】実施形態２の照明装置を示し、（ａ）は要部概略側面図、（ｂ）は要部概略下面
図である。
【図８】同上の照明装置の天井材に設置された状態における一部破断した側面図である。
【図９】同上の照明装置の動作説明図である。
【図１０】実施形態３の照明装置の要部概略下面図である。
【図１１】同上の照明装置の天井材に設置された状態における一部破断した側面図である
。
【図１２】従来例の照明装置の分解斜視図である。
【図１３】他の従来例の照明装置の概略斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　（実施形態１）
　本実施形態の照明装置２は、図１乃至図３に示すように、オフィスや住宅等の天井材Ｃ
に取り付けられる天井埋め込み型ダウンライトであり、複数個の固体発光素子であるＬＥ
Ｄ（図示せず）を有する複数（図示例では５つ）の発光部２１３と、人体から放射される
熱線を検知するセンサ素子である後述の焦電型センサ素子が熱線の変化を検知すると人体
検知信号を出力する人体センサ部２１６と、照明装置２の周囲の明るさを検出するための
照度センサ部２１２（図４参照）と、人体センサ部２１６および照度センサ部２１２を駆
動させるとともに人体センサ部２１６から出力される前記人体検知信号に基づいて発光部
２１３が有する前記複数のＬＥＤを点灯させる制御部２２（図４参照）と、人体センサ部
２１６および発光部２１３が一表面に実装される平面視略円形の板状の回路基板２１１と
を備える。ここに、複数の発光部２１３は、人体センサ部２１６の周囲に配置されている
。また、人体センサ部２１６、照度センサ部２１２、複数の発光部２１３および回路基板
２１１よりＬＥＤユニット２１が構成される。
【００２３】
　また、本実施形態の照明装置２は、図２および図３に示すように、金属（例えば、Ａｌ
、Ｃｕなどの熱伝導率の高い金属）により形成されＬＥＤユニット２１および制御部２２
を内部に収納する装置本体１１と、円筒状部材により形成され且つ当該円筒状部材の下端
部の外周全体から外方に延出した外鍔部１２ｂを有し装置本体１１に取付ねじ（図示せず
）により取り付けられる円筒状の取付枠１２と、装置本体１１の外側における上端側に配
設され装置本体１１の内部に収納された制御部２２へ給電するための端子台１３と、取付
枠１２の外側に設けられ装置本体１１および取付枠１２を造営材である天井材Ｃに取り付
けるための３つの取付ばね１４とを備えている。ここにおいて、天井材Ｃには、平面視円
形状の取付孔Ｃ２が貫設されており、取付枠１２が外鍔部１２ｂの上面を天井材Ｃの天井
面Ｃ１における取付孔Ｃ２の周部に当接させた形で取付孔Ｃ２の内側に配置されるととも
に、複数の取付ばね１４が天井材Ｃにおける取付孔Ｃ２の周部上面に弾接することで、取
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付枠１２および装置本体１１が、天井材Ｃに固定される。
【００２４】
　装置本体１１は、有底円筒状に形成され内部に制御部２２を収納する第１収納部１１ａ
と、取付枠１２の内側に嵌合する形状に形成され且つ第１収納部１１ａの下端側に固着さ
れるとともにＬＥＤユニット２１が取付ねじ等により取着された金属板からなる支持基板
１１ｂとを備え、支持基板１１ｂには、制御部２２からＬＥＤユニット２１の発光部２１
３に通電するための電線（図示せず）とＬＥＤユニット２１の人体センサ部２１６から出
力される人体検知信号を伝送するための第１の信号線（図示せず）とＬＥＤユニット２１
の照度センサ部２１２から出力される出力信号を伝送するための第２の信号線（図示せず
）を挿通させるための貫通孔（図示せず）が設けられている。また、装置本体１１には、
透光性材料により形成された円板状のカバー１５が、ＬＥＤユニット２１を覆う形で取り
付けられている。また、図２に示すように、装置本体１１の内部におけるカバー１５と回
路基板２１１との間には、発光部２１３から放射された光を反射するための反射部材１６
が各発光部２１３の周囲を取り囲む形で配設されている。しかして、装置本体１１は、回
路基板２１１の前記一表面側に実装された人体センサ部２１６に熱線が入射可能であると
ともに発光部２１３から放射される光を出射可能な形で回路基板２１１を支持している。
【００２５】
　人体センサ部２１６は、図１に示すように、ポリエチレン樹脂により形成され外周面が
略半球面状に形成されたレンズ２１６ａを備えており、レンズ２１６ａの内側に人体から
放射される熱線を検知するセンサ素子である焦電型センサ素子（図示せず）が配設されて
いる。なお、人体センサ部２１６は、前記焦電型センサ素子として、検知エリア内の人の
微小な動きを検知することができるようにするために、センサエレメントを正方形の頂点
位置に４個配列した形を有するクワッドタイプの焦電型センサ素子を用いている。ここに
、レンズ２１６ａは、フレネルレンズよりなる多数個のレンズ小体２１６ａ２の集合体か
らなる。人体センサ部２１６は、人体センサ部２１６の検知エリアに人が入ると、人体か
ら放射される熱線を検知して人体検知信号を生成して後述の制御回路部２２１に出力する
。
【００２６】
　照度センサ部２１２は、フォトダイオードおよびフォトダイオードからの信号を増幅す
るためのアンプ等が一体に設けられたモジュールであるフォトＩＣダイオード（図示せず
）からなり、レンズ２１６ａの内側に配設されている。照度センサ部２１２は、照明装置
２の周囲の照度に比例した大きさの出力信号Ｖｓ（図５参照）を生成して制御回路部２２
１に出力する。
【００２７】
　発光部２１３では、複数の前記ＬＥＤが直列に接続されてなる直列回路を複数有し、当
該複数の直列回路が並列に接続されている。前記複数のＬＥＤは、略半球面を有するレン
ズが一体に形成された平面視円形状のパッケージ２１３ａに収納されている。
【００２８】
　ここで、ＬＥＤユニット２１は、図１に示すように、回路基板２１１の前記一表面にお
ける略中央部に人体センサ部２１６が配設され、当該人体センサ部２１６の周囲を囲むよ
うに５つの発光部２１３が配置されている。また、図１に示す例では、５つの発光部２１
３が、人体センサ部２１６の周方向において等間隔であって、各発光部２１３の光軸（例
えば、図１（ｂ）のＬ３）に直交する方向における人体センサ部２１６の前記焦電型セン
サ素子の受光面の中心と前記各光軸との間の距離が同じ所定距離（例えば、２０ｍｍ）と
なるように配置されている。なお、本実施形態の照明装置では、ＬＥＤユニット２１の構
成は、上述の構成に限らず、例えば、回路基板２１１に複数の発光部２１３のパッケージ
２１３ａそれぞれを挿入することができる複数の貫通孔（図示せず）を貫設して複数の発
光部２１３が回路基板２１１の他表面側から複数の前記貫通孔それぞれに挿入された形で
実装されてなるＬＥＤユニット２１を備える構成であってもよく、或いは、回路基板２１
１に人体センサ部２１６のレンズ２１６ａを挿入することができる貫通孔（図示せず）を
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貫設して人体センサ部２１６が回路基板２１１の前記他表面側から前記貫通孔に挿入され
た形で実装されてなるＬＥＤユニット２１を備える構成、或いは、回路基板２１１に人体
センサ部２１６のレンズ２１６ａおよび複数の発光部２１３のパッケージ２１３ａを挿入
することができる前記貫通孔を貫設して人体センサ部２１６および複数の発光部２１３の
いずれもが回路基板２１１の前記他表面側から前記貫通孔に挿入された形で実装されてな
るＬＥＤユニット２１を備える構成であってもよい。
【００２９】
　制御部２２は、図４に示すように、人体センサ部２１６および照度センサ部２１２それ
ぞれに前記第１の信号線および前記第２の信号線を介して電気的に接続された制御回路部
２２１と、制御回路部２２１に電力を供給するための制御電源部２２４と、発光部２１３
に前記電線を介して直流電流を出力する定電流電源部２２５と、交流電源ＡＣから供給さ
れる交流電力を整流し且つ平滑化して制御電源部２２４および定電流電源部２２５それぞ
れに直流電力を供給する整流平滑部２２３と、交流電源ＡＣと整流平滑部２２３との間に
介挿され且つ交流電源ＡＣから整流平滑部２２３に過電流が流れるのを防止するための入
力保護部２２２とを備える。
【００３０】
　制御回路部２２１には、人体センサ部２１６から出力される前記人体検出信号および照
度センサ部２１２の出力信号Ｖｓに基づいて後述の消灯制御信号または点灯制御信号を出
力するマイクロコンピュータ（以下、センサ制御用マイコンと称す）ＩＣ１を備えている
。
【００３１】
　制御電源部２２４は、整流平滑部２２３の出力端間に接続された第１のスイッチング素
子（図示せず）と数ｋＨｚから数十ｋＨｚの高いスイッチング周波数に対応できる第１の
高速ダイオード（図示せず）とからなる直列回路と、前記第１の高速ダイオードの両端間
に接続されたインダクタ（図示せず）と平滑用コンデンサ（図示せず）とからなる直列回
路と、前記第１のスイッチング素子に接続され前記第１のスイッチング素子のオン・オフ
時間を制御するスイッチング電源用ＩＣ（図示せず）とからなる降圧チョッパ回路で構成
されている。制御電源部２２４の一部を構成する前記平滑コンデンサの両端間には、制御
回路部２２１が接続されており、制御電源部２２４から制御回路部２２１に直流電圧が出
力される。
【００３２】
　定電流電源部２２５は、整流平滑部２２３の出力端間に接続された第２のスイッチング
素子（図示せず）と第２の高速ダイオード（図示せず）とからなる直列回路と、前記第２
の高速ダイオードの両端間に接続されたチョークコイルからなるインダクタ（図示せず）
と平滑用コンデンサ（図示せず）とからなる直列回路と、前記第２のスイッチング素子に
接続され前記第２のスイッチング素子のオン・オフ時間を制御するコントローラを構成す
るマイクロコンピュータ（以下、コントローラ用マイコンと称す）ＩＣ２とからなる降圧
チョッパ回路で構成されている。定電流電源部２２５の一部を構成する前記平滑コンデン
サの両端間には、発光部２１３を構成する前記複数のＬＥＤの直列回路が接続されており
、定電流電源部２２５から複数のＬＥＤの直列回路に一定の直流電流を出力する。
【００３３】
　整流平滑部２２３は、交流電源ＡＣから供給される交流電流を全波整流するダイオード
ブリッジ（図示せず）と、前記ダイオードブリッジの出力端間に接続され前記ダイオード
ブリッジから出力される脈流を平滑化するためのアルミ電解コンデンサからなる平滑用コ
ンデンサ（図示せず）とから構成される。
【００３４】
　入力保護部２２２は、交流電源ＡＣと整流平滑部２２３との間に介挿され、交流電源Ａ
Ｃの出力端間に接続された電流ヒューズ（図示せず）およびフィルムコンデンサ（図示せ
ず）からなる直列回路と、前記フィルムコンデンサの両端間に接続されたコンデンサ（図
示せず）を含む雑音防止フィルタ回路（図示せず）とから構成される。
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【００３５】
　次に、本実施形態の照明装置２の動作について図５に基づいて説明する。
【００３６】
　人体センサ部２１６の前記検知エリアに人が入ると、人体センサ部２１６が前記検知エ
リアにおける人の人体から放射される熱線を検知して、制御回路部２２１のセンサ制御用
マイコンＩＣ１に前記人体検知信号を出力する。制御回路部２２１のセンサ制御用マイコ
ンＩＣ１は、人体センサ部２１６から出力される前記人体検知信号を受信する。また、セ
ンサ制御用マイコンＩＣ１は、照度センサ部２１２からの出力信号Ｖｓを継続的に受信し
ており、照度センサ部２１２からの出力信号Ｖｓの大きさと予め設定されている点灯開始
照度設定値（例えば、５０ルクス）とを比較して、照度センサ部２１２からの出力信号Ｖ
ｓの大きさが前記点灯開始照度設定値よりも大きければ（図５のａ点およびｂ点）、定電
流電源部２２５に含まれるコントローラ用マイコンＩＣ２に発光部２１３を消灯させるよ
うに指示するための消灯制御信号（Ｈｉ出力信号）を出力する。コントローラ用マイコン
ＩＣ２は、センサ制御用マイコンＩＣ１から出力された前記消灯制御信号を受信すると、
定電流電源部２２５から発光部２１３への電流供給を遮断するように定電流電源部２２５
を制御して、発光部２１３が有する前記複数のＬＥＤを点灯しないようにする。ここに、
定電流電源部２２５では、定電流電源部２２５に含まれる発振回路（図示せず）が発振を
停止する。
【００３７】
　一方、センサ制御用マイコンＩＣ１は、人体センサ部２１６から出力される前記人体検
知信号を受信したときに、照度センサ部２１２からの出力信号Ｖｓの大きさが前記点灯開
始照度設定値よりも小さければ（図５のｃ点）、コントローラ用マイコンＩＣ２に発光部
２１３を点灯させるように指示するための点灯制御信号を出力する。コントローラ用マイ
コンＩＣ２は、センサ制御用マイコンＩＣ１から出力された前記点灯制御信号を受信する
と、定電流電源部２２５から発光部２１３への通電を開始するように定電流電源部２２５
を制御して、発光部２１３が有する前記複数のＬＥＤを点灯させる。
【００３８】
　その後、人体センサ部２１６が前記検知エリアにいる人の人体から放射される熱線を検
知しなくなると、人体センサ部２１６から制御回路部２２１に前記人体検知信号が出力さ
れなくなる。ここで、センサ制御用マイコンＩＣ１は、前記人体検知信号が制御回路部２
２１に入力されなくなってから所定の点灯保持時間Ｔ１（例えば、１分）の経過後（図５
のｄ点）、コントローラ用マイコンＩＣ２に前記消灯制御信号を出力する。コントローラ
用マイコンＩＣ２は、センサ制御用マイコンＩＣ１から出力された前記消灯制御信号を受
信すると、定電流電源部２２５から発光部２１３への電流供給を遮断するように定電流電
源部２２５を制御して発光部２１３が有する前記複数のＬＥＤを消灯させる。
【００３９】
　また、本実施形態の照明装置２では、図２に示すように、５つの発光部２１３それぞれ
が人体センサ部２１６から離間して配置され、床面Ｆ１上における人体センサ部２１６の
検知エリアＤ（図６参照）が、発光部２１３から放射された光の放射光量が発光部２１３
から放射された放射光量の最大値の半分以上となる光が配光される床面Ｆ１上の配光エリ
アＳ（図６参照）の全体を含むように、人体センサ部２１６が有する前記焦電型センサ素
子の受光面の中心を通る回路基板２１１の前記一表面を含む平面の法線Ｌ１と人体センサ
部２１６が有する前記焦電型センサ素子の前記受光面の中心と床面Ｆ１上における人体セ
ンサ部２１６の検知エリアＤの外周とを結ぶ第１の直線Ｌ２とのなす角度である検知角度
αが、発光部２１３の光軸Ｌ３と発光部２１３から放射され且つ放射光量が最大放射光量
の半分となる光の放射方向に延長された第２の直線Ｌ４とのなす角度である発光部２１３
の指向特性を表す半値角βよりも大きくなるように設定されている。また、本実施形態の
照明装置２は、発光部２１３の周囲に反射部材１６が設けられるとともに発光部２１３の
下側にカバー１５が設けられているので、前記半値角βは、発光部２１３から放射される
光の反射部材１６による反射およびカバー１５を透過する際の屈折の影響を考慮した角度
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となる。一方、検知角度αは、人体センサ部２１６の下側に設けられているカバー１５の
影響をほとんど受けない。なお、図２に示す構成の照明装置２は、反射部材１６およびカ
バー１５を備えているが、これらは必ずしも設ける必要はなく、適宜設ければよい。
【００４０】
　ところで、法線Ｌ１と床面Ｆ１との交点Ｐ１から人体センサ部２１６の床面Ｆ１上にお
ける検知エリアＤの外周部までの距離は、当該距離をＷ１、人体センサ部２１６の床面Ｆ
１からの高さ、発光部２１３の床面Ｆ１からの高さおよび天井面Ｃ１の床面Ｆ１からの高
さが略同じとして、当該高さをＨとすると、法線Ｌ１と第１の直線Ｌ２とのなす角度であ
る検知角度αとの間で、下記（１）式で表される関係が成立する。
Ｗ１＝ｔａｎα×Ｈ　　　（１）式
　また、法線Ｌ１と床面Ｆ１との交点Ｐ１から床面Ｆ１上における発光部２１３の配光エ
リアＳの外周部までの距離Ｗ２は、当該距離をＷ２、発光部２１３の床面Ｆ１からの高さ
をＨ、および発光部２１３の光軸に直交する方向における人体センサ部２１６の前記焦電
型センサ素子の受光面の中心と前記光軸との間の距離（以下、中心間距離と称す）をＷと
すると、発光部２１３の光軸Ｌ３と第２の直線Ｌ４とのなす角度である半値角βとの間で
、下記（２）式で表される関係が成立する。下記（２）式において、Ｗ３＝ｔａｎβ×Ｈ
は、発光部２１３の光軸Ｌ３と床面Ｆ１との交点Ｐ３から発光部２１３の配光エリアＳの
外周部までの距離に相当する。
Ｗ２＝ｔａｎβ×Ｈ＋Ｗ
　　＝Ｗ３＋Ｗ　　　　　　　（２）式
　ここで、床面Ｆ１上における検知エリアＤを配光エリアＳよりも広くするためには、法
線Ｌ１と床面Ｆ１との交点Ｐ１から人体センサ部２１６の床面Ｆ１上における検知エリア
Ｄの外周部までの距離Ｗ１が、発光部２１３の光軸Ｌ３と床面Ｆ１との交点Ｐ３から発光
部２１３の配光エリアＳの外周部までの距離Ｗ２よりも大きくなるようにすればよい。従
って、床面Ｆ１上における検知エリアＤを配光エリアＳよりも広くするためには、発光部
２１３と人体センサ部２１６との中心間距離Ｗについて、下記（３）式の関係が成立すれ
ばよい。
Ｗ＜Ｈ×[ｔａｎα－ｔａｎβ]　　　（３）式
　ここで、本実施形態の照明装置２が天井材Ｃに設けられた取付孔Ｃ２に取り付けられた
例を図２に示す。図２に示した照明装置２は、外鍔部１２ｂの外径φが約１１０ｍｍとな
るように形成された取付枠１２に装置本体１１が固定された形で取付孔Ｃ２に取り付けら
れており、発光部２１３と人体センサ部２１６との中心間距離Ｗが２０ｍｍ、人体センサ
部２１６の床面Ｆ１からの高さが床面Ｆ１から天井面Ｃ１までの高さＨ（図示例では、２
．２ｍ）と略同じ高さに設定されている。つまり、人体センサ部２１６および複数の発光
部２１３は、床面Ｆ１からの高さが同じになるように配置されている。また、検知角度α
が４５．５度、半値角βが４５度に設定されている。従って、法線Ｌ１と床面Ｆ１との交
点Ｐ１から床面Ｆ１上における人体センサ部２１６の検知エリアＤの外周部までの距離Ｗ
１が２．２４ｍ、また、発光部２１３の光軸Ｌ３と床面Ｆ１との交点Ｐ３から床面Ｆ１上
における発光部２１３の配光エリアＳの外周部までの距離Ｗ３が２．２ｍであるから、法
線Ｌ１と床面Ｆ１との交点Ｐ１から発光部２１３の配光エリアＳの外周部までの距離Ｗ２
が２．２２ｍとなる。
【００４１】
　しかして、図６に示すように、配光エリアＳ内に人体センサ部２１６の検知エリアＤと
重複しない領域がなく且つ配光エリアＳに比べて検知エリアＤが広くなるので、配光エリ
アＳに人がいるときに発光部２１３が消灯することがなく、また、配光エリアＳへ人が入
ってから発光部２１３が点灯するまでの時間が短くすることができる。なお、図６におけ
るハッチングで示した部分は、人体センサ部２１６の前記焦電型センサ素子による検出ゾ
ーンを表す。ここに、検出ゾーンは、人体センサ部２１６のレンズ２１６ａを構成するレ
ンズ小体２１６ａ２それぞれにより床面Ｆ１上に形成される前記焦電型センサ素子の受光
面の像に相当する。ここで、実施形態１における検知エリアＤは、床面Ｆ１上における焦
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電型センサ素子の複数の前記検出ゾーンのうち前記交点Ｐ１から最も離れた位置にある前
記検出ゾーン内における前記交点Ｐ１から最も離れた点と前記交点Ｐ１とを結ぶ線を前記
交点Ｐ１周りに回転させて得られる円の内側の領域に相当する。
【００４２】
　また、配光エリアＳにおいて検知エリアＤと重複しない領域が生じないように、人体セ
ンサ部２１６の前記焦電型センサ素子の前記受光面の床面Ｆ１に対する傾きを微調整する
必要がないので、施工性が良いという利点がある。
【００４３】
　更に、装置本体１１は、人体センサ部２１６および発光部２１３が実装された回路基板
２１１を支持できる構造を有すればよいので、装置本体１１に、人体センサ部２１６を保
持するための複雑な構造を設ける必要がないから、装置本体１１の構造を簡素化すること
ができ、コスト上昇を抑制することができる。
【００４４】
　また、本実施形態では、発光部２１３が蛍光灯等に比べて発熱量の少ないＬＥＤで構成
されていることにより、発光部２１３が人体センサ部２１６に近接して配置されていなが
らも、人体センサ部２１６の前記人体検知信号の出力が、発光部２１３から放射される熱
線の影響を受けることがなく、人体センサ部２１６の誤動作を低減できる。
【００４５】
　また、本実施形態の照明装置２では、検知角度αと、半値角βと、床面Ｆ１から人体セ
ンサ部２１６までの距離Ｈと、発光部２１３と人体センサ部２１６との中心間距離Ｗとの
間に、（３）式で表される関係にあることにより、発光部２１３と人体センサ部２１６と
の中心間距離Ｗの設定が容易になるので、製造を容易にすることができる。
【００４６】
　また、本実施形態の照明装置２では、５つの発光部２１３が互いに等間隔となるように
配置されていることにより、配光エリアＳが法線Ｌ１に対して略対称となるので、発光部
２１３が点灯するタイミングを、配光エリアＳへの人の侵入方向に関わらず同じにするこ
とができる。
【００４７】
　また、本実施形態では、人体センサ部２１６および発光部２１３が、一枚の回路基板２
１１の同一表面である前記一表面上に実装されているので、床面Ｆ１から人体センサ部２
１６までの高さと床面Ｆ１から発光部２１３までの高さとが異なる場合に比べて、検知エ
リアＤおよび配光エリアＳの設計が容易になるという利点がある。
【００４８】
　また、本実施形態では、図１（ｂ）に示すように、人体センサ部２１６の一部を構成す
るレンズ２１６ａの側面が、第２の直線Ｌ４と交差しないような形状および大きさに形成
されており、発光部２１３から配光エリアＳに向かって放射される光をレンズ２１６ａが
遮らない。従って、発光部２１３の床面Ｆ１上における配光エリアＳに照度ムラが生じる
のを抑制することができる。
【００４９】
　なお、本実施形態における発光部２１３と人体センサ部２１６との中心間距離Ｗは、上
述の例では、２０ｍｍに設定されているが、中心間距離Ｗは、上限である３８．７ｍｍ以
下であれば、検知角度α、半値角β、および人体センサ部２１６の床面Ｆ１からの高さ、
発光部２１３の床面Ｆ１からの高さおよび天井面Ｃ１の床面Ｆ１からの高さが略同じとし
て、当該高さをＨとしたときに、前記（３）式の関係が成立するように適宜設定すること
ができる。
【００５０】
　（実施形態２）
　本実施形態の照明装置２は、図７に示すように、オフィスや住宅等の天井材Ｃの天井面
Ｃ１に木ねじ（図示せず）などの取付ねじにより取り付けられる照明装置２であり、複数
（図示例では、６つ）の発光部２１３、人体センサ部２１６および照度センサ部（図示せ
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ず）を備えた長尺の第１のＬＥＤユニット２１Ａと、複数の発光部２１３を備え第１のＬ
ＥＤユニット２１Ａの長手方向の両側それぞれに当該長手方向に沿って同じ数だけ複数（
図示例では、３つ）配置された第２のＬＥＤユニット２１Ｂと、実施形態１と同様の回路
構成を有する制御部（図示せず）とを備える。ここに、前記制御部は、第１のＬＥＤユニ
ット２１Ａの人体センサ部２１６および前記照度センサ部を駆動させるとともに人体セン
サ部２１６から出力される前記人体検知信号および前記照度センサ部から出力される出力
信号に基づいて第１のＬＥＤユニット２１Ａおよび第２のＬＥＤユニット２１Ｂの発光部
２１３が有する前記複数のＬＥＤを点灯させる。また、図８に示すように、第１のＬＥＤ
ユニット２１Ａおよび第２のＬＥＤユニット２１Ｂは、下面に開口窓を有する長尺の矩形
箱状の装置本体１１１Ａ内に収納されている。
【００５１】
　第１のＬＥＤユニット２１Ａは、長尺の矩形板状に形成された回路基板２１１Ａと、回
路基板２１１Ａの一表面において長手方向における略中央部に配設された人体センサ部２
１６と、回路基板２１１Ａの前記一表面において長手方向における人体センサ部２１６の
両側それぞれに前記長手方向に沿って同じ数だけ複数（図示例では３つ）配置された発光
部２１３とを備える。
【００５２】
　人体センサ部２１６は、前記焦電型センサ素子と、ポリエチレン樹脂により形成され且
つ前記焦電型センサ素子を覆う形で配設された平面視矩形状のレンズ２１６ｃとを備えて
いる。なお、人体センサ部２１６は、レンズ２１６ｃを透過してきた熱線を反射する内部
ミラー構造を有する。また、前記照度センサ部は、レンズ２１６ｃの内側に配設されてい
る。
【００５３】
　第２のＬＥＤユニット２１Ｂは、長尺の矩形板状に形成された回路基板２１１Ａと、回
路基板２１１Ａの前記一表面において長手方向に沿って配設された複数（図示例では、７
つ）の発光部２１３とを備える。
【００５４】
　ところで、本実施形態の照明装置２では、図８に示すように、床面Ｆ１上における人体
センサ部２１６の検知エリアＤ（図９参照）が、複数の発光部２１３から放射される光の
放射光量が複数の発光部２１３のうち人体センサ部２１６から最も離れた位置に配置され
た１つの発光部２１３から放射される光の放射光量の最大値の半分以上となる光が配光さ
れる床面Ｆ１上における配光エリアＳの全体を含むように、人体センサ部２１６が有する
前記焦電型センサ素子の前記受光面の中心を通る回路基板２１１Ａの前記一表面を含む平
面の法線である法線Ｌ１と人体センサ部２１６の前記焦電型センサ素子の前記受光面の中
心と検知エリアＤの外周とを結ぶ第１の直線Ｌ２とのなす角度である検知角度αが、人体
センサ部２１６から最も離れた位置に配置された発光部２１３の光軸Ｌ３と、当該発光部
２１３から放射され且つ放射光量が放射光量の最大値の半分となる光の放射方向に延長さ
れた第２の直線Ｌ４とのなす角度である半値角βよりも大きくなるように形成されている
。
【００５５】
　本実施形態の照明装置２は、下面が開放した細長の直方体状の装置本体１１１Ａを備え
ており、天井材Ｃに設けられた取付孔Ｃ２に取付ばね（図示せず）によって取り付けられ
、人体センサ部２１６が床面Ｆ１から天井面Ｃ１までの高さＨと略同じ高さに配置される
。ここで、天井面Ｃ１に直交し且つ人体センサ部２１６の前記焦電型センサ素子の前記受
光面の中心を通る法線Ｌ１と床面Ｆ１との交点Ｐ１から人体センサ部２１６の検知エリア
Ｄの外周部までの距離Ｗ１、および法線Ｌ１と床面Ｆ１との交点Ｐ１から発光部２１３の
配光エリアＳの外周部までの距離Ｗ２は、実施形態１で説明した前記（１）式および前記
（２）式から求めることができる。
【００５６】
　図７および図８に示した照明装置２では、装置本体１１１Ａの長手方向の長さＷａが、
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１２４５ｍｍに設定されている。また、照明装置２は、天井面Ｃ１の床面Ｆ１からの高さ
Ｈが２．２ｍの天井材Ｃに取り付けられる。
【００５７】
　また、回路基板２１１Ａ，２１１Ｂそれぞれが、長手方向の長さＷｂが１７０ｍｍとな
るように形成され、隣接する回路基板２１１Ｂ同士の間隔Ｗｃ、および回路基板２１１Ａ
と回路基板２１１Ｂとの間の間隔が１０ｍｍとなるように配置されている。また、各回路
基板２１１Ａ，２１１Ｂにおいて、複数の発光部２１３が、回路基板２１１Ａの長手方向
の両端と発光部２１３との間に生じる隙間Ｗｄが５ｍｍとなるように配設されている。
【００５８】
　ここで、複数の第２のＬＥＤユニット２１Ｂのうち第１のＬＥＤユニット２１Ａから最
も離れた位置に配置される第２のＬＥＤユニット２１Ｂでは、複数の発光部２１３のうち
最も人体センサ部２１６から離れた位置に配置された発光部２１３の光軸に直交する方向
における人体センサ部２１６の前記焦電型センサ素子の前記受光面の中心と前記光軸との
間の距離（以下、中心間距離と称す）Ｗが、６１０ｍｍとなるように設定されている。ま
た、図７および図８に示した例では、検知角度αが６５度、半値角βが５５度に設定され
ている。
【００５９】
　従って、図８に示す照明装置２では、発光部２１３と人体センサ部２１６との中心間距
離Ｗが６１０ｍｍであり、検知角度αが６５度、半値角βが５５度、天井面Ｃ１の床面Ｆ
１からの高さＨが２．２ｍであるから、法線Ｌ１と床面Ｆ１との交点Ｐ１から床面Ｆ１上
における人体センサ部２１６の検知エリアＤの外周部までの距離Ｗ１が４．７２ｍ、また
、発光部２１３の光軸Ｌ３と床面Ｆ１との交点Ｐ３から床面Ｆ１上における発光部２１３
の配光エリアＳの外周部までの距離Ｗ３が３．１４ｍとなるから、法線Ｌ１と床面Ｆ１と
の交点Ｐ１から床面Ｆ１上における発光部２１３の配光エリアＳの外周部までの距離Ｗ２
が３．７５ｍとなる。
【００６０】
　しかして、図９に示すように、配光エリアＳ内に人体センサ部２１６の検知エリアＤと
重複しない領域がなく且つ配光エリアＳに比べて検知エリアＤが広くなるので、配光エリ
アＳに人がいるにも関わらず発光部２１３が消灯することがなく且つ配光エリアＳに人が
入ってから発光部２１３が点灯するまでの時間が短い適切な検知エリアＤを確保すること
ができる。なお、図９におけるハッチングで示した矩形状の部分は、人体センサ部２１６
の前記焦電型センサ素子による検出ゾーンを表す。ここで、実施形態２における検知エリ
アＤは、床面Ｆ１上に形成される複数の前記検出ゾーンから構成される集合体における、
複数の前記検出ゾーンと、互いに隣接する前記検出ゾーンの間の領域とを合わせた領域に
相当する。
【００６１】
　また、本実施形態では、図７に示すように、人体センサ部２１６の一部を構成するレン
ズ２１６ｃが、第２の直線Ｌ４と交差しないような形状および大きさに形成されており、
人体センサ部２１６に隣接する発光部２１３から当該発光部２１３の配光エリアＳに向か
って放射される光を遮らない。従って、床面Ｆ１上における配光エリアＳに照度ムラが生
じるのを抑制することができる。
【００６２】
　なお、本実施形態における発光部２１３と人体センサ部２１６との中心間距離Ｗは、上
述の例では、６１０ｍｍに設定されているが、中心間距離Ｗは、上限である１５７５ｍｍ
以下であれば、検知角度α、半値角β、および人体センサ部２１６の床面Ｆ１からの高さ
、発光部２１３の床面Ｆ１からの高さおよび天井面Ｃ１の床面Ｆ１からの高さが略同じと
して、当該高さをＨとしたときに、前記（３）式の関係が成立するように適宜設定するこ
とができる。
【００６３】
　また、実施形態２で説明した照明装置２では、発光部２１３のみを備えた第２のＬＥＤ
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ユニット２１Ｂを複数備える例について説明したが、これに限定されるものではなく、例
えば、人体センサ部２１６と複数の発光部２１３とを備える１つのＬＥＤユニット（図示
せず）を配置するものであってもよい。
【００６４】
　（実施形態３）
　本実施形態の照明装置２は、図１０および図１１に示すように、オフィスや住宅等の天
井材Ｃの天井面Ｃ１に木ねじ（図示せず）などの取付ねじにより取り付けられる照明装置
２であり、複数（図示例では、８つ）の発光部２１３および１つの人体センサ部２１６を
備えた平面視正方形状の第１のＬＥＤユニット２１Ａと、複数（図示例では、９つ）の発
光部２１３を備え第１のＬＥＤユニット２１Ａの周囲を囲む形で配置された平面視正方形
状の８つの第２のＬＥＤユニット２１Ｂと、平面視正方形状に形成され下面に開口部を有
し且つ第１のＬＥＤユニット２１Ａおよび第２のＬＥＤユニット２１Ｂが内部に収納され
る装置本体１１１Ｂと、装置本体１１１Ｂの下面の開口部を覆う形で装置本体１１１Ｂに
取り付けられる透光性材料からなる矩形板状のカバー（図示せず）と、実施形態１と同様
の回路構成を有する制御部（図示せず）とを備える。ここに、前記制御部は、第１のＬＥ
Ｄユニット２１Ａの人体センサ部２１６および照度センサ部（図示せず）を駆動させると
ともに人体センサ部２１６から出力される前記人体検知信号および前記照度センサ部から
出力される出力信号に基づいて第１のＬＥＤユニット２１Ａおよび第２のＬＥＤユニット
２１Ｂの発光部２１３が有する前記複数のＬＥＤを点灯させる。なお、装置本体１１１Ｂ
の内部における前記カバーと、第１のＬＥＤユニット２１Ａの一部を構成する後述の回路
基板２１１Ａおよび第２のＬＥＤユニット２１Ｂの一部を構成する回路基板２１１Ｂとの
間には、発光部２１３それぞれの周囲を取り囲む形で配設され発光部２１３それぞれから
放射された光を反射する複数の反射部材１６（図１１参照）が配設されている。また、本
実施形態の照明装置２の装置本体１１１Ｂは、図１１に示すように、一辺の長さＷｅの平
面視正方形状に形成され前記制御部を収納する第１収納室１１１Ｂ１と、一辺の長さが第
１収納室１１１Ｂ１の一辺の長さよりも長い平面視正方形状に形成され且つ第１収納室１
１１Ｂ１の下側に第１収納室１１１Ｂ１と連続一体に設けられ第１のＬＥＤユニット２１
Ａおよび第２のＬＥＤユニット２１Ｂを収納する第２収納室１１１Ｂ２とから構成されて
いる。
【００６５】
　第１のＬＥＤユニット２１Ａは、平面視正方形の板状に形成された回路基板２１１Ａと
、回路基板２１１Ａの一表面における略中央部に配設された人体センサ部２１６と、回路
基板２１１Ａの前記一表面における人体センサ部２１６の周囲に配置された複数（図示例
では、８つ）の発光部２１３とを備える。
【００６６】
　人体センサ部２１６は、実施形態１で説明した人体センサ部２１６と同様に、前記焦電
型センサ素子（図示せず）と、平面視円形に形成され且つ前記焦電型センサ素子を覆う形
で配設されたレンズ２１６ａとを備えている。
【００６７】
　第２のＬＥＤユニット２１Ｂは、平面視正方形の板状に形成された回路基板２１１Ｂと
、回路基板２１１Ｂの一表面に等間隔に配設された複数（図示例では、９つ）の発光部２
１３とを備える。
【００６８】
　ところで、本実施形態の照明装置２では、図１１に示すように、床面Ｆ１上における人
体センサ部２１６の検知エリアＤが、複数の発光部２１３から放射される光の放射光量が
複数の発光部２１３のうち人体センサ部２１６から最も離れた位置に配置された１つの発
光部２１３から放射される光の放射光量の最大値の半分以上となる光が配光される床面Ｆ
１上における配光エリアＳの全体を含むように、人体センサ部２１６が有する前記焦電型
センサ素子の受光面の中心を通る回路基板２１１Ａの一表面を含む平面の法線である法線
Ｌ１と人体センサ部２１６の前記焦電型センサ素子の受光面の中心と検知エリアＤの外周
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とを結ぶ第１の直線Ｌ２とのなす角度である検知角度αが、人体センサ部２１６から最も
離れた位置に配置された発光部２１３の光軸Ｌ３と、当該発光部２１３から放射され且つ
放射光量が放射光量の最大値の半分となる光の放射方向に延長された第２の直線Ｌ４との
なす角度である半値角βよりも大きくなるように形成されている。また、本実施形態の照
明装置２は、発光部２１３の周囲に反射部材１６が設けられるとともに発光部２１３の下
側に前記カバーが設けられているので、半値角βは、発光部２１３から放射される光の反
射部材１６による反射および前記カバーを透過する際の屈折の影響を考慮した角度となる
。なお、図１１に示す構成の照明装置２では、反射部材１６および前記カバーが設けられ
ているが必須ではない。
【００６９】
　本実施形態の照明装置２は、平面視正方形状の装置本体１１１Ｂを備えており、天井材
Ｃの天井面Ｃ１に取り付けられ、人体センサ部２１６が床面Ｆ１から天井面Ｃ１までの高
さＨと略同じ高さに配置される。ここで、天井面Ｃ１に直交し且つ人体センサ部２１６の
前記焦電型センサ素子の前記受光面の中心を通る法線Ｌ１と床面Ｆ１との交点Ｐ１から人
体センサ部２１６により床面Ｆ１上に形成される検知エリアＤの外周部までの距離Ｗ１、
および法線Ｌ１と床面Ｆ１との交点Ｐ１から発光部２１３により前記床面上に形成される
配光エリアＳの外周部までの距離Ｗ２は、実施形態１で説明した前記（１）式および前記
（２）式から求めることができる。
【００７０】
　図１１に示した照明装置２では、装置本体１１１Ｂの第1収納室１１１Ｂ１の一辺の長
さＷｅが、５００ｍｍに設定されている。また、照明装置２は、天井面Ｃ１の床面Ｆ１か
らの高さＨが２．２ｍの天井材Ｃに取り付けられる。なお、図１１に示した照明装置２で
は、天井面Ｃ１と照明装置２の下面との間の距離Ｗｆが０．１ｍとなるように設定されて
いる。
【００７１】
　なお、図１０に示した例では、回路基板２１１Ａ，２１１Ｂの一辺の長さが、１００ｍ
ｍに設定されている。ここで、８つの第２のＬＥＤユニット２１Ｂのうち平面視正方形状
の第１のＬＥＤユニット２１Ａの対角方向に配置された第２のＬＥＤユニット２１Ｂでは
、複数の発光部２１３のうち人体センサ部２１６から最も離れた位置に配置された発光部
２１３の光軸に直交する方向における人体センサ部２１６の前記焦電型センサ素子の受光
面の中心と前記光軸との間の距離（以下、中心間距離と称す）Ｗが、２５０ｍｍとなるよ
うに設定されている。また、検知角度αが４５．５度、半値角βが４０度に設定されてい
る。
【００７２】
　図１１に示す本実施形態の照明装置２では、発光部２１３と人体センサ部２１６との中
心間距離Ｗが２５０ｍｍであり、検知角度αが４５．５度、半値角βが４０度、天井面Ｃ
１の床面Ｆ１からの高さＨが２．２ｍであるから、法線Ｌ１と床面Ｆ１との交点Ｐ１から
人体センサ部２１６の検知エリアＤの外周部までの距離Ｗ１が２．２４ｍ、また、発光部
２１３の光軸Ｌ３と床面Ｆ１との交点Ｐ３から前記人体センサ部２１６から最も離れた位
置に配置された発光部２１３の配光エリアＳの外周部までの距離Ｗ３が１．８５ｍとなる
から、法線Ｌ１と床面Ｆ１との交点Ｐ１から前記人体センサ部２１６から最も離れた位置
に配置された発光部２１３の配光エリアＳの外周部までの距離Ｗ２が２．１０ｍとなる。
【００７３】
　しかして、前記人体センサ部２１６から最も離れた位置に配置された発光部２１３の配
光エリアＳ内に人体センサ部２１６の検知エリアＤと重複しない領域がなく、且つ配光エ
リアＳに比べて検知エリアＤが広くなるので、配光エリアＳに人がいるにも関わらず発光
部２１３が消灯することがなく且つ配光エリアＳに人が入ってから発光部２１３が点灯す
るまでの時間が短い適切な検知エリアＤを確保することができる。
【００７４】
　なお、本実施形態における発光部２１３と人体センサ部２１６との中心間距離Ｗは、上
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述の例では、２５０ｍｍに設定されているが、中心間距離Ｗは、上限である３９０ｍｍ以
下であれば、検知角度α、半値角β、および人体センサ部２１６の床面Ｆ１からの高さ、
発光部２１３の床面Ｆ１からの高さおよび天井面Ｃ１の床面Ｆ１からの高さが略同じとし
て、当該高さをＨとしたときに、前記（３）式の関係が成立するように適宜設定すること
ができる。
【００７５】
　また、実施形態３で説明した照明装置２では、発光部２１３のみを備えた第２のＬＥＤ
ユニット２１Ｂを複数備える例について説明したが、これに限定されるものではなく、例
えば、人体センサ部２１６と複数の発光部２１３とが配置されてなる１つのＬＥＤユニッ
ト（図示せず）を用いるものであってもよい。
【００７６】
　また、前述の各実施形態では、発光部２１３がＬＥＤからなる固体発光素子を備える例
について説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、有機ＥＬ素子等からなる
固体発光素子を備えるものであってもよい。
【符号の説明】
【００７７】
２　照明装置
１１，１１１Ａ，１１１Ｂ　装置本体
２２　制御部
２１１，２１１Ａ，２１１Ｂ　回路基板
２１３　発光部
２１６　人体センサ部
α　検知角度
β　半値角
Ｄ　検知エリア
Ｓ　配光エリア
Ｆ１　床面
Ｌ１　法線
Ｌ２　第１の直線
Ｌ３　光軸
Ｌ４　第２の直線
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